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工事請負の電子契約の流れについて

① 「電子契約」か「紙契約」かを選択する

② 保証証書等を申し込む

③ 保証証書等と「解体工事に関する費用等」を市へ提出する

以降、電子契約サービスにより電子署名を行います

【契約締結完了】
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①「電子契約」か「紙契約」かを選択する

電子契約での契約締結を希望す
る方は、落札決定の後、
速やかに右の書式を記入して、
メールまたはファックスで市へ
提出してください。

※書式は、後に変更することがあります 3



②保証証書等を申し込む

紙契約書のときと同様に、契約履行の保証証書、履行保証保険証
書などを保証会社・保険会社に申し込んでください。
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③保証証書等と「解体工事に関する費用等」を市へ提出する

交付を受けた保証証書等と、建設リサイクル法に基づく「解体工事に関する費
用等」（法第１３条及び省令第４条に基づく書面）を市へ提出してください。

「解体工事に関する費用等」は電子契約書
に組み込む必要があるため、
データをメールで送付してください。
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提出後――

以降は、電子契約サービスから送られるメールに
したがって、電子署名を行ってください
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